
【調査結果のポイント】

１.通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数

通報・届出のあった事業所数※２は、前年度と比べ5.4％増加し、1,593事業所。

通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ1.5％減少し、1,827人。

[参照：別添１ Ｐ３ １-(１)､（２）] 

２.虐待が認められた事業所数・障害者数

虐待が認められた事業所数※２ は、前年度と比べ2.9％減少し、434事業所。

虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ14.3％減少し、652人。

[参照：別添１ Ｐ６ ２-(１)､（２）] 

３.認められた虐待の種別

認められた虐待の種別※３では、経済的虐待が584人（85.0％）で最多。

[参照：別添１ Ｐ７ ２-(３）]
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「令和６年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します

認められた虐待種別は「経済的虐待」が引き続き最多

厚生労働省は、このたび、「令和６年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りま
とめましたので、公表します。

  都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法
律」（以下「障害者虐待防止法」という。）に基づき、都道府県などの地方公共団体と連
携し、障害者※１を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者
への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでい
ます。

厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な
連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。

※１ 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他心身の機能の障害（以下「障
害」と総称する。）がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活
に相当な制限を受ける状態にあるもの」（障害者基本法第２条第１号）としており、障害者手帳を取得
していない場合も含まれます。

※２ 事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上しています。

※３ ひとりの被虐待者に複数の虐待が認められた場合は、重複計上しています。
（虐待の種別については、Ｐ２「虐待の定義」参照。）

【別添資料】

■別添１ 令和６年度における使用者による障害者虐待の状況（Ｐ３～12）

■別添２ 令和６年度における使用者による障害者虐待の事例（Ｐ13～15）

■参考１ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要（Ｐ16）

■参考２ 使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応（Ｐ17）
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資料２



「使用者による障害者虐待の状況等」は、障害者虐待防止法第28条「厚生労働大臣は、
毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った
措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」に基づき、都道府県労働
局（以下「労働局」という。）が把握した使用者による障害者虐待の状況等を取りまとめ
たものです。

１.取りまとめ期間

通報・届出：令和６年４月１日から令和７年３月31日までに通報・届出があったもの。

対応結果：令和６年４月１日から令和７年３月31日までに対応が完了したもの。

２.取りまとめ方法

都道府県からの報告
障害者虐待防止法第24条に基づき、都道府県から労働局に報告があったもの。

労働局などへの相談
直接、労働局、労働基準監督署または公共職業安定所に、被虐待者、家族、同僚など
から、使用者による障害者虐待に該当するおそれがある旨の情報提供や相談があった
もの。

その他労働局などの発見
上記以外の場合で、労働基準監督署による臨検監督や公共職業安定所による事業所訪問
などにおいて、使用者による障害者虐待に該当するおそれのある事例を把握したもの。

３.人数・事業所数・件数の数え方

・ ひとりの被虐待者に複数の障害（身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等）が
ある場合や、複数の虐待（身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置等による虐待、
経済的虐待）が認められた場合は、重複計上しています。

・ 投書による通報や匿名での通報など、通報対象となった障害者の障害種別を特定す
ることが困難な場合は、障害者の人数のみを計上しています。

・ 通報・届出のあった事業所と虐待が認められた事業所の数は、通報・届出の時期、
内容が異なる場合には、重複計上しています。

・ ひとりの被虐待者に関して労働局が複数の措置を講じた場合は、措置ごとに件数を
重複計上しています。
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【虐待の定義】（障害者虐待防止法第２条第８項第１号から第５号）

身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由
なく障害者の身体を拘束すること。

性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者
に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

放置等による虐待
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の
労働者による上記３つの虐待行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行う
こと。

経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

【取りまとめの概要】



１ 通報・届出

別添１
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（１）通報・届出のあった事業所数（把握の端緒別）

令和６年度における使用者による障害者虐待の状況

労働局など
への相談

その他
労働局など
の発見

都道府県
からの報告
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（２）通報・届出の対象となった障害者数

（単位：人）

（単位：事業所）

■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。
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■ 障害種別や虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 通報・届出の際に明らかなもののみ計上している。

【参考】第１表 虐待種別・障害種別障害者数（通報・届出の対象となった障害者）

（３）通報・届出の対象となった障害者数（障害種別・虐待種別）

①障害種別 ②虐待種別

精神障害

730 

(41.0%)

知的障害

447 

(25.1%)

身体障害

399 

(22.4%)

発達障害

164 

（9.2%）

その他

40 

(2.2%)

令和６年度

障害種別延べ人数

計 1,780人

（前年度比0.7％増）

（単位：人） （単位：人）

心理的虐待

914 

(41.5%)

経済的虐待

913 

(41.5%)

身体的虐待

164 

(7.4%)

放置等による虐待

157 

(7.1%) 性的虐待

54 

(2.5%)

令和６年度

虐待種別延べ人数

計 2,202人

（前年度比0.6％増）

■ 障害種別や虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 通報・届出の際に明らかなもののみ計上している。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

（単位：人）

虐待種別

障害種別

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他

身体的虐待 35 60 46 14 2

性的虐待 8 17 21 4 1

心理的虐待 175 184 383 101 21

放置等による虐待 32 27 57 22 2

経済的虐待 211 235 338 64 17
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■ 虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 通報・届出の際に明らかなもののみ計上している。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

【参考】第３表 年度別・虐待種別障害者数（通報・届出の対象となった障害者）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
放置等によ
る虐待

経済的虐待 合 計

２年度 174 40 635 87 733 1,669

10.4% 2.4% 38.0% 5.2% 43.9% 100%

３年度 138 32 625 73 787 1,655

8.3% 1.9% 37.8% 4.4% 47.6% 100%

４年度 146 24 613 79 796 1,658

8.8% 1.4% 37.0% 4.8% 48.0% 100%

５年度 185 46 811 143 1,004 2,189

8.5% 2.1% 37.0% 6.5% 45.9% 100%

６年度 164 54 914 157 913 2,202

7.4% 2.5% 41.5% 7.1% 41.5% 100%

【参考】第２表 年度別・障害種別障害者数（通報・届出の対象となった障害者）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他 合 計

２年度 361 409 498 123 22 1,413

25.5% 28.9% 35.2% 8.7% 1.6% 100%

３年度 278 470 550 104 54 1,456

19.1% 32.3% 37.8% 7.1% 3.7% 100%

４年度 326 422 510 127 40 1,425

22.9% 29.6% 35.8% 8.9% 2.8% 100%

５年度 369 514 680 168 36 1,767

20.9% 29.1% 38.5% 9.5% 2.0% 100%

６年度 399 447 730 164 40 1,780

22.4% 25.1% 41.0% 9.2% 2.2% 100%

（単位：人）

（単位：人）

■ 障害種別については、重複計上しているものがある。
■ 通報・届出の際に明らかなもののみ計上している。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。
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２ 労働局の対応結果

（１）虐待が認められた事業所数（把握の端緒別）

■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

（２）虐待が認められた障害者数
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■ 障害種別や虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 障害種別は、調査時の際に明らかなもののみ計上している。

（３）虐待が認められた障害者数（障害種別・虐待種別）

虐待種別

障害種別

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他

身体的虐待 ６ ９ ４ ２ ０

性的虐待 0 ４ ２ ０ 0

心理的虐待 15 25 23 ８ ２

放置等による虐待 ５ ０ ３ ２ 0

経済的虐待 124 157 146 27 40

①障害種別 ②虐待種別

（単位：人）

経済的虐待

584 

(85.0%)

心理的虐待

67 

(9.8%)

身体的虐待

21 

(3.1%)

放置等による虐待

10 

(1.5%)

性的虐待

5 

(0.7%)

（単位：人）

知的障害

189 

(32.8%)

精神障害

170 

(29.5%)

身体障害

142 

(24.7%)

発達障害

33 

(5.7%)

その他

42 

(7.3%)

令和６年度

障害種別延べ人数

計 576人

（前年度比18.8％減）

令和６年度

虐待種別延べ人数

計 687人

（前年度比16.0％減）

【参考】第４表 虐待種別・障害種別障害者数（虐待が認められた障害者）

■ 障害種別や虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。
■ 障害種別は、調査時の際に明らかなもののみ計上している。

（単位：人）
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■ 虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

【参考】第６表 年度別・虐待種別障害者数（虐待が認められた障害者）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
放置等によ
る虐待

経済的虐待 合 計

２年度 24 10 56 14 419 523

4.6% 1.9% 10.7% 2.7% 80.1% 100%

３年度 32 ９ 61 19 420 541

5.9% 1.7% 11.3% 3.5% 77.6% 100%

４年度 24 ８ 47 8 600 687

3.5% 1.2% 6.8% 1.2% 87.3% 100%

５年度 31 15 71 42 659 818

3.8% 1.8% 8.7% 5.1% 80.6% 100%

６年度 21 ５ 67 10 584 687

3.1% 0.7% 9.8% 1.5% 85.0% 100%

【参考】第５表 年度別・障害種別障害者数（虐待が認められた障害者）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他 合 計

２年度 119 215 142 26 7 509

23.4% 42.2% 27.9% 5.1% 1.4% 100%

３年度 92 218 173 26 7 516

17.8% 42.2% 33.5% 5.0% 1.4% 100%

４年度 155 245 224 36 8 668

23.2% 36.7% 33.5% 5.4% 1.2% 100%

５年度 134 265 254 43 13 709

18.9% 37.4% 35.8% 6.1% 1.8% 100%

６年度 142 189 170 33 42 576

24.7% 32.8% 29.5% 5.7% 7.3% 100%

■ 障害種別については、重複計上しているものがある。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

（単位：人）

（単位：人）
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■ 虐待種別については、重複計上しているものがある。

（４）虐待が認められた障害者数（就労形態別・男女別）

パート・アルバイト

306 

(46.9%)

正社員

178 

(27.3%)

期間契約社員

28 

(4.3%)

派遣労働者

5 

(0.8%)

その他・不明

135 

(20.7%)

①就労形態別

令和６年度

虐待が認められた
障害者数
計 652人

（前年度比14.3％減）

（単位：人）

【参考】第７表 虐待種別・就労形態別障害者数（虐待が認められた障害者）

虐待種別

就労形態別

正社員
パート・
アルバイト

期間契約
社員

派遣
労働者

その他・
不明

身体的虐待 ８ ５ １ ０ ７

性的虐待 １ ３ ０ ０ １

心理的虐待 20 22 ３ １ 21

放置等による虐待 １ ２ １ １ ４

経済的虐待 157 283 24 ３ 109

（単位：人）

■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

男性

381 

(58.4%)

女性

150 

(23.0%)

不明

121 

(18.6%)

令和６年度
虐待が認められた

障害者数
計 652人

（前年度比14.3％減）

②男女別

（単位：人）



労働基準関係法令に基づく指導等

608 (87.0%)

障害者雇用促進法に基づく

助言・指導、紛争解決の援助等

57 (8.2%)

労働施策総合推進法に基づく

助言・指導、紛争解決の援助等

19 (2.7%)

個別労働紛争解決促進法に基づく

助言・指導、あっせん

8 (1.1%)

男女雇用機会均等法に基づく

助言・指導、紛争解決の援助等

7 (1.0%)

令和６年度

虐待に対して
労働局が講じた措置

計 699件
（前年度比19.4％減）

（単位：件）

（６）虐待に対して労働局が講じた措置
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（５）障害者虐待を行った使用者の内訳

■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

事業主

374 

(85.0%)

所属の上司

42 

(9.5%)

その他

24 

(5.5%)

（単位：人）

令和６年度

障害者虐待を
行った使用者

計 440人
（前年度比3.7％減）

■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

うち、最低賃金法に基づく指導等

179

（25.6％）
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（７）虐待が認められた事業所の業種・規模

■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

医療、福祉

114 

(26.3%)

製造業

93 

(21.4%)卸売業、小売業

54 

(12.4%)

運輸業、郵便業 29 ( 6.7% )

建設業 27 ( 6.2% )

宿泊業、飲食サービス業 27 ( 6.2% )

生活関連サービス業、娯楽業 14 ( 3.2% )

農業、林業 12 ( 2.8% )

学術研究、専門・技術サービス ６ ( 1.4% )

教育、学習支援業 ３ ( 0.7% )

複合サービス事業 ２ ( 0.5% )

情報通信業 ２ ( 0.5% ）

不動産業、物品賃貸業 １ ( 0.2% )

不明 ２ ( 0.5% )

ほか 計125（28.8％）

令和６年度

虐待が認められた
事業所数

計434事業所
（前年度比2.9％減）

■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。

５～29人

198 

(45.6%)

30～49人

55 

(12.7%)

５人未満

50 

(11.5%)

50～99人

32 

(7.4%)

100～299人

26 

(6.0%)

（単位：事業所）

300～499人 ２ ( 0.5%)

500～999人 ４ ( 0.9%)

1,000人以上 ４ ( 0.9%)

不明 63 (14.5%)

①業種別

②規模別

ほか 計73（16.8％）

令和６年度

虐待が認められた
事業所数

計434事業所
（前年度比2.9％減）

（単位：事業所）

サービス業
（他に分類されないもの）

48
（11.1％）



■ 虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。
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規 模

事業所数 虐待種別（虐待が認められた事業所）

割合
身体的
虐待

性的虐待
心理的
虐待

放置等に
よる虐待

経済的
虐待

５人未満 50 11.5% 2 0 2 2 47

５～29人 198 45.6% 8 1 19 3 178

30～49人 55 12.7% 3 1 12 0 43

50～99人 32 7.4% 1 0 3 1 28

100～299人 26 6.0% 1 0 3 0 23

300～499人 ２ 0.5% 0 0 0 0 2

500～999人 ４ 0.9% 1 0 1 0 3

1,000人以上 ４ 0.9% 0 1 0 1 2

不明 63 14.5% 5 2 16 3 41

合 計 434 100.0% 21 5 56 10 367

【参考】第８表 規模別・虐待種別事業所数（虐待が認められた事業所）

【参考】第９表 規模別・虐待種別障害者数（虐待が認められた障害者）

規 模

被虐待者数 虐待種別（虐待が認められた障害者）

割合
身体的
虐待

性的虐待
心理的
虐待

放置等に
よる虐待

経済的
虐待

５人未満 52 8.0% 2 0 2 2 49

５～29人 305 46.8% 8 1 25 3 281

30～49人 89 13.7% 3 1 12 0 77

50～99人 42 6.4% 1 0 3 1 46

100～299人 30 4.6% 1 0 3 0 27

300～499人 7 1.1% 0 0 0 0 7

500～999人 8 1.2% 1 0 1 0 7

1,000人以上 4 0.6% 0 1 0 1 2

不明 115 17.6% 5 2 21 3 88

合 計 652 100.0% 21 5 67 10 584

（単位：事業所）

（単位：人）

■ 虐待種別については、重複計上しているものがある。
■ 構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が100％にならないことがある。



事例１ 身体的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別：知的障害
● 就労形態：不明
● 事業所の規模：５人～29人
● 業種：製造業

納入業者に勤務する従業員からの通報事案。
商品の納入時、納入先の事業場で勤務する障害者の従業員が、同僚の職
員から繰り返し強く蹴られている様子を目撃したとして通報があったも
の。

労働局の対応 労働局は、職業安定部（公共職業安定所）を対応部署として調査を実施

した。
調査のため事業場を訪問し、事実関係を確認したところ、障害者の従業

員が、同僚の職員から繰り返し暴行を受けている事実が認められた。
公共職業安定所は、障害者に対して合理的配慮を行う必要性があり、虐

待は禁止されるものであると指導した。
後日、使用者からは、今後同様の虐待が起きないよう、虐待者と被虐待

者を別々のフロアでの勤務となるように変更した旨を確認した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。

- 13 -

令和６年度における使用者による障害者虐待の事例
別添２

事例２ 性的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別：知的障害
● 就労形態：正社員
● 事業所の規模：５人～29人
● 業種：医療、福祉

障害者本人から、雇用環境・均等部（室）に相談が寄せられた事案。
使用者から、手を引っ張られ、真正面から抱きしめられたとして相談が

なされたもの。

労働局の対応 労働局は、雇用環境均等部（室）を対応部署として調査を実施した。
調査の結果、使用者は被虐待者の手を引っ張り抱きしめた事実を認めた。
雇用環境均等部（室）は、性的虐待を行ってはならない旨指導するとと
もに、就業規則等の文書において、虐待者に関して厳正に対処する旨の
方針及び対処の内容を規定するよう指導し、当該規定を全ての労働者に

周知・啓発するよう指導した。
加えて、相談窓口の設置や、相談者・行為者等のプライバシーを保護す
るために必要な措置を徹底し、相談者や通報者を不利益に取り扱っては

ならない旨を定めるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。



事例３ 心理的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別：知的障害
● 就労形態：不明
● 事業所の規模：5人～29人
● 業種：農業、林業

障害者の同僚からの通報事案。
事業場内の障害者が、特定の同僚職員から暴言を浴びせられるとして、

労働基準監督署に相談があったもの。

労働局の対応 労働局は、職業安定部（公共職業安定所）を対応部署として調査を実施

した。
調査の結果、使用者は、通報のあった内容を認めたことから、今後この
ような虐待事案が発生しないように、事業主に対して早急に防止等のた

めの措置を講ずるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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事例４ 放置等による虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別：身体障害
● 就労形態：期間契約社員
● 事業所の規模：５人未満
● 業種：サービス業（他に分類されないもの）

障害者本人から雇用環境・均等部（室）に相談が寄せられた事案。
使用者から、同じ業務を行う同僚職員の業務のカバーをするように指示
を受けたが、障害者本人は、同僚職員の粗暴な言動を理由に、同僚の業
務のカバーをしたくない旨を回答したところ、使用者より「我慢してく

れ。」と言われたとして相談があったもの。

労働局の対応 労働局は、雇用環境均等部（室）を対応部署として決定した。
被虐待者からの申出に基づき、使用者へ確認を行ったところ、必要な対
応が行われていないことが認められたため、使用者に対して、事実関係
を迅速かつ正確に確認すること、事実関係の確認ができた場合には、速

やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと、事実関係の
確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと、再発防
止に向けた措置を講ずることが求められるものであり、必要な措置を講

じるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。



事例５ 経済的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別：知的障害
● 就労形態：正社員
● 事業所の規模：100人～299人
● 業種：製造業

労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。
被虐待者の割増賃金の支払いに不足があったもの。

労働局の対応 労働基準監督署が、障害者の勤務実態等を確認したところ、労務管理資
料により、障害者の割増賃金の支払額に不足があることを確認したため、

不足額を支払うよう、是正勧告を行った。
後日、支払うべき割増賃金額が被虐待者に対して支払われていることを

確認した。
処理終了後、労働局は都道府県に対して情報提供を行った。
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事例６ 身体的虐待、心理的虐待、放置等による虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別：精神障害（発達障害を除く）
● 就労形態：パート・アルバイト
● 事業所の規模：５人未満
● 業種：建設業

障害者本人から公共職業安定所に相談が寄せられた事案。
役員から暴言を浴びせられるほか、頭や首に暴行を受けており、使用者
に対して、このような虐待を受けていると相談するも対応してもらえな
いとして、相談がなされたもの。

労働局の対応 職業安定部（公共職業安定所）を担当部署として調査を実施した。
公共職業安定所は、使用者に対し、暴言や暴力行為といった虐待行為を
直ちに止めるよう指導した。今後は障害者虐待を絶対に行わないよう指
導するとともに、障害者差別を禁止し、まずは手帳の種類や本人の特性
を知ることから始め、それを踏まえて合理的配慮提供義務を履行するよ

う指導した。

処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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参考１
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参考２

通報・届出

通報・
届出

通知

報告

連携・
情報提供

使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応

１）都道府県に通報・届出が寄せられた場合

都道府県に使用者による障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、
都道府県は労働局へ報告を行う。
市町村に通報・届出が寄せられた場合、市町村は都道府県に通知を行
い、都道府県から労働局に報告がなされる。

報告を受けた労働局は、労働基準法、障害者雇用促進法、男女雇用機
会均等法など所管する法令に基づき、所轄の労働局、労働基準監督署
または公共職業安定所の職員が事業所に出向くなどして、調査や必要
な指導を行う。

２）労働局に直接、通報・届出が寄せられた場合

労働局（労働基準監督署、公共職業安定所含む）に直接、使用者によ
る障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、労働局は都道府県に情
報提供する一方、都道府県からの報告があった場合と同様に調査や必
要な指導を行う。

市
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村

都

道

府

県

都

道
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県
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局

関
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令
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